
書式第 8号 (法第 10条 。第 25条関係)

2024 +年度

1 事業実施の方針

翌年度の事業開始に向け準備を進める。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業

設立・定款変更用

事 業 計 画 書

特定非営利活動法人_生量望
=________________

(事業費の総費用 【4,0001千円 )
疋承 に記載

された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

f襲
範囲

f禁薯
人数

享講

児童福祉法に
基づ く自立援
助ホームの運
営事業

奎号ぞ昔豊漫島県生ま腸運営事業が行えるよう、
警箸9i「

繕や土地の整地
法人成立
後～3月

東京都大
田区南久
が原

5

なんらか
の理由で
家庭にい
られなく

禁ζる雪
得なくな
った、原
則 として
15 歳 か
ら 20歳
までの青
少年

6人 2,000

児童福祉法に

曇手あ通警曇

次年度より児童福祉法に
基づく一時保護所の運営
事業が行えるよう、建物
の修繕や土地の整地を行
,。

ミ象査贅肇堡霧箸置を詈
が担当することとする。

法人成立
後～3月

東京都大
田区南久
が原

5

香惜ξ
放任等の
理由で保
護が必要
と児童相
談所長が
判断 した
子 ど も
(おおむ

ね 2歳以
上 18歳
未満)

1～ 10名
程度

1,000

児童シェルタ
ーの運営事業

次年度より児童シェルタ

;?選易房修碁年生亀あ
整地を行 う。

患を秀整雪:荘基霧左墓
や教員免許等の有資格者
が担当することとする。

法人成立
後～3月

東京都大
田区南久
が原

5

膚行等に
より家庭
にいるこ
とができ
ない子ど
も の う
ち、特に
危険にさ
らされる
可能性の
ある子ど
も (おお
むね 2歳
以上 18
歳未満)

1～ 10名
程度

1,000

(2)そ の他の事業 (事業費の総費用 【   】千円)

看
女場所日時天

ヽ
|に 記載
れた

事業内容



事業名



書式第 8号 (法第 10条・第 25条関係)

設立・定款変更用

2025年度 事 業 計 画 書

特定非営利活動法人 おおみ

1 事業実施の方針

各事業をスター トさせ、活動を軌道に乗せる。青少年に生活の場を提供 し、その自立を手助けしてい

き、社会に対しは的確な情報公開や児童養護の啓蒙活動を行 うことを目指す。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【15,6001千 円 )
足秋 に記載

された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

党盃
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千円)

児童福祉法に
基づく自立援
助ホームの運
営事業

児

亭

業
由
り
つ

少
る.

ま
に
談
か

童福祉法第 6

硯僅籠亀理
条の 3、 児
条の 6の
活 援助 事

」として、なんらかの
で家庭にいられなく
、働かざるを得なく
た、原則 20歳までの
年に生活 の場 を与

た対象となる青少年

寄と百糧嚢雹雲量言
.る。     _

理
な
な
青
え

ヨム
●
相
は

2025均F4
月から通
年

当法人
自立援
ホーム
(東京

大田区
久が原

の

助

都
市
)

5人

なんらか
の理由で
家庭にい
られなく
なり、働
かざるを
得なくな
った、原
則として
15歳 か
ら 20歳
までの青
少年

6人 6,000

地域住民への児童養護の
重要性、有用性を理解 し
てもらうために入居する
児童とともに町内会行事
へ積極的に参加する

5月 ・ 9
月・12月

聾
3回程

東京都大
田区南久
が原近辺

5人

地域住民
及び自立
支援ホー
ムに入居
者する児
墨ζ

100名 程
度

0

児童福祉法に
基づ く一時保

菫
所の運営事

棄児、家出、虐待、放任等
の理由で保護が必要と児
童相談所長が判断 した子
ども (おおむね 2歳以上
18歳未満)が最初に生活
する場所を運営する。

患を秀整雪[荘曇眉塩菫
ぶ者曇争茅言f鑽者

20251F4
月から通
年

当法人の
自立援助
ホーム
(東京都

大田区南
久が原)

5人

繊濃 鍋
理由で保
護が必要
と児童相
談所長が
判断した
子 ど も
(おおむ

ね 2歳以
上 18歳
未満)

1～ 10名
程度

4,800

児童 シェル タ
ーの運営事業

港護茫倉ち警術を苛籠糧
のある児童を特定の相手
から一定期間秘匿、隔離
オス
また未就学児等に関 して
はその担当を社会福祉士
や教員免許等の有資格者
が担当することとする。

2025年 4
月から通
年

当法人
自立援
ホーム
(東京

大田区
久が原

の

助

都
南
)

5人

虐行等に
より家庭
にいるこ
とができ
ない子ど
も の う
ち、特に
危険にさ
らされる
可能性の
ある子ど
も (おお
むね 2歳
以上 18
歳未満)

1～ 10名
程度

4,800



(2)そ の他の事業 (事業費の総費用 【   】千円)

足歌 に記 載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

事業費
(千円)



書式第 9号 (法第 10条・第 25条関係 )

2024年度 活動予算書 (そ の他事業が上登場合)

特定

設立・定款変更用

キ営利后勁菫人

V

_ヽ/

小計・ 合計全  ■薔

250.000

150.000

100.000

150,000

150,000

300.0(0

4.000.000

4.000.000

4.550.000

【A】 e■ 収 菫

騒 常 収 菫 ‖

4.000.00`

20.000

10.010

150.000

●

20.00●

800.000

4.00(.∞聖

0● 0

0

0

0

0

0

0

10.000

10.000

4.010.000
鶯

(1)人件■

■員■日

綸料手当

退●綸付,用
福利厚生費

(2)その●饉ロ

消耗品費

水道光熱

'通信運強,
地代家賃

旅,交通費

減●■却費

(1)人件彙

綸科手当

役員颯副

退嘔綸仕費用

福利厚生費

(2)その●饉彙

会こ賣

旅費交通費

籠設等評価費用

減価償却費

印刷

"本
費

土地建物修槽費

540.000B当 饉 奮 増

【q 経 ,

轟 常 外 ● ● 肝

【0

饉

固定贅産売却■

災を損夫

D■ C当 日 経
5“ .0(0

70.000

470.000

,
0と人税.C民税及び●業曖

立時正味財産頷

正

正 味

1

正会員受取会,
■助会員受取会費

2 曼取書静●

受取寄附金

■,竿受入11価益

3 受取助咸●●

受取檜助全く東京うより児童福祉法に関するむ設の理営費用 )

4 ●
ぅ:雷僣,祉法

|:言 1,星 |こ置撃窯云造3軍莫:綾
収益

li;1:)=あ i営 .柔収益

6 その他の収奎

受取利息



書式第 9号 (法第 10条・第25条関係)

2025年 度 活動予算書 (そ の他事業がZ芭 場ヽ合)

設立・ 定軟変更用

,1定 非営利活動き人 おおみ

V

｀
、ノ

小叶・合計科 金  ロ

160.000

60.000

16.000.000

:6.210.000

4 3彙収菫
児●E機 に二づく自立曖助ホームの運

=,■
収益輌 東

`よ
,児ヨ嘔饉浣に日する●コの■■費用

児●口性法i=Lづ く―●:屎■所の■曽事■収壺 瞑 京●た,児菫■性法itロヤろmの 菫言費用〕

児童シェル ターのこ鶯事業収査 鰊 京都 より児量福祉法に関す る饉

"の
運営費用 )

ハ

60.000

100.000

60.000

10.000,000

3.00).0∞

3.OOO.000

2 ■取,日全

受取寄附全

薔,等受入評価査

0 曼取助咸全●

受取補助全

0 その他の■■

受取利息

1 晏n会,
正会員受取会費

,助会員受取会,

● ■

`Q
5.300.

6.400.000

0.000.000

150.000

1

□
鶯

当

団 [【【

□D

300法セ福利

100.000

(1)人件彙

役員,1酬

綸●手当

退喩綸付費用

福利厚生賣

(2)そ 0●量■

事務用品彙

会議費

国書費

■■

腋■交●■

減価償却費

60.000

20,000

20.000

50.000

10(.00)

0

600.000

1,200.000

3.60(.00(

1,800.000

(1)人件彙

綸科手当

役員,1酬

,|■綸付,用

櫃利厚生★

(2)そ o他e賣
会離史

旅,交通,
■設等評価費用

減●●コ,
事門贄

水道光熱,
地代家賃

児童生活用品費

固定資産売力査

過年度■益修正4

C D外 増

固定賣産売却損

災書損失

■

　
　
　

凛

法人■.住民饉及び事業■ 0

■■■■肛
=回■■■肛肛
=回■■■■□
=回

70.

470.000

¬


